
17 2024.5 162024.5

雨漏り対策はおすみですか？50

イイなイイな お色お色

周年

ホームページも見てね！～皆様に支えられておかげさまで創業 50 年～～皆様に支えられておかげさまで創業 50 年～

雨漏りの調査・修繕は
お任せ下さい。

大切なお家を守る為に
まずは無料診断
行いませんか？
御見積は無料です。

参加者募集 女性大歓迎

60歳以上のシニアのみなさん！
シルバーセンターで就業するための

各種技能講習会を開催致します お問合せ下さい

TEL（０９８）８７１-０３３０

通知書について　840-8128
納付について　840-8129

税務課
2118

イベントや各種情報を発信

介護長寿課 840-8133
1077

介護保険料の改定について

　介護保険料は3年ごとに、サービス費の見
込みや高齢者数を基に見直しが行われます。
7月～8月に送付予定の通知書で保険料の確
認をお願いします。
糸満市第9期（令和6～8年度）の介護保険料

糸満市臨時特別給付金コールセンター
0120-824-288 21892

令和5年度均等割のみ課税世帯
の臨時特別給付金について

　令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯
に対し、1世帯あたり10万円および子ども1
人あたり5万円を給付します。
対象世帯　令和5年12月1日において、糸満
市に住民登録があり、世帯全員の令和5年
度（令和4年1月～12月までの所得)の住
民税が「均等割のみ課税である世帯」または
「均等割のみ課税の人と非課税の人で構成
されている世帯」
送付書類　対象世帯には、①～③のいずれか
が届きます。
　①お知らせ
　　▶内容確認後、相違がなければ返送不要。
　②確認書（8月31日（土）消印有効）
　　▶必要事項を記入後、返送してください。
　③申請書（8月31日（土）消印有効）
　　▶必要事項を記入後、返送してください。
加算対象児童　令和5年12月1日において、
対象世帯の世帯員で生計を同一にしている
平成17年4月2日以降に生まれた子ども
DVなどを理由に避難している人への支給　
DVなどを理由に避難中の人で、事情によ
り糸満市内に住民票を移すことができない
人でも、一定の要件を満たすことで支給を
受けられる場合があります。詳しくは給付金
担当窓口か各相談窓口までご相談ください。

その他　新生児や別居児童について、申請に
より対象となる可能性があります。詳しくは
コールセンターへお問い合わせください。

5月は軽自動車税の納期です。5月は軽自動車税の納期です。

▶原動機付自転車（原付）、軽二輪、
　小型二輪、小型特殊自動車

税率（年）車両区分

90cc超125cc以下
50cc超90cc以下
50cc以下

2,400円
2,000円
2,000円

2,400円

3,700円
3,600円
6,000円

5,900円

2,000円

ミニカー
軽二輪（125cc超250cc以下）
小型二輪（250cc超）

農耕作業用
その他のもの

原動機付
自転車
（原付）

小型特殊
自動車

特定小型原動機付自転車
（電動キックボード）

▶三輪、四輪の軽自動車

※令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象
　車に該当する場合、令和6年度分に限り、下表の軽課税率が適用されます。

＊1 電気自動車・天然ガス軽自動車は、平成21年度排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10％              
　　以上窒素酸化物を低減する車両または平成30年排出ガス規制適合車に限る。
＊2 乗用営業用車のうち、ガソリン車（ハイブリット車含む）について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準
　　90％達成車両については概ね50％軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70％達成車両につ
　　いては概ね25％軽減。

税率（年）

乗用（自家用）

①平成27年3月31日まで
に新規検査をした車両

③ 重課 最初の新規検査
から13年を経過した車両

①平成27年4月1日以降に
最初の新規検査をした車両

乗用（営業用）
貨物用（自家用）
貨物用（営業用）

四 輪

車 両 区 分

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

三 輪

1,000円
2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

2,000円
ー

ー
ー

ー

ー
ー

3,500円

3,000円

5,200円

税率（年）

乗用（自家用）

電気自動車、天然ガス軽自
動車（概ね75％軽減）＊１ （概ね25％軽減）

ガソリン車・ハイブリッド車＊２

（概ね50％軽減）

乗用（営業用）
貨物用（自家用）
貨物用（営業用）

四 輪

車 両 区 分

三 輪

　5月中旬までに軽自動車税の納税通知書が届きますの
で、納め忘れがないよう、最寄りの金融機関やコンビニな
どで納期限内に納付してください。軽自動車税は、4月1日
現在の所有者に対して課税していますが、通知書が届かな
い場合はお問い合わせください。
　なお、納期限を過ぎた場合は、督
促手数料や延滞料金が加算されます
ので、ご注意ください。また、QRコー
ドを使用した、便利なスマートフォン
決済もご利用可能ですので、ぜひご
利用ください。
納付期限　5月31日（金）
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